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第一章 事業の概要 

１．目的 

三重県の北部に位置する悟入谷および古野裏山国有林は、森林資源の充実

に伴い、主伐・再造林の増加が見込まれ、悟入谷国有林では平成 29 年度か

ら複層林誘導伐を行い、平成 30 年度に植栽を行っており、順次主伐再造林

を実施する計画である。 

一方、当該地域においては、急激なシカの増加に伴い、樹木の剝皮や下層

植生の衰退等被害が発生している。特に造林木の食害により伐採後の更新が

困難な森林が発生すると、森林資源の循環利用や林業の成長産業化の実現に

支障をきたすおそれがある。 

このため、本業務では、森林被害対策の計画・実行のために必要なニホン

ジカの生息状況について、モニタリング調査を実施し、計画的な森林被害対

策の実行に資するための情報を収集することを目的とする。 

２．実施場所 

事業実施場所は、悟入谷国有林（30 林班～45 林班）および古野浦山国有林

（28 林班～29 林班）である（図１）。 

図 1 事業実施場所 

いなべ市 

桑名市 
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３．事業の工程 

本事業の実施期間は、令和３年 5 月 19 日から令和４年１月 21 日である。

このうち、調査期間は令和３年６月２日から令和 3 年 12 月 10 日である。 

第二章 事業内容 

１．カメラトラップ法（IDW 法）を用いた検証の実施 

（１）自動撮影カメラの設置状況 

自動撮影カメラを、事業地内に 40 基設置した。使用したカメラの機種を

表 1 に、設置状況と撮影画像を写真１に示す。カメラの設置地点を図 2、3

に示す。カメラの設置位置は、原則として令和２年度に設置した位置と同じ

地点としたが、CT01、CT02、CT25 は昨年度設置していた木が倒れていた

ため、地点を変更した。カメラの設置高・方向とシカの撮影回数および稼働

日数を表２に示す。自動撮影カメラの設定は、撮影画質および撮影感度はノ

ーマル設定、静止画を 1 回に 3 コマ撮影、インターバルは無しとした。シカ

の撮影回数は、同一個体が明らかに連続して撮影されているデータは除外し

た。 

 

表 1 使用したカメラの機種 

機種 台数 

VANBAR D600 wifi 

Agitato SL122（16MP） 

BlazeVideo SL122M 

BlazeVideo  SL122（16MP） 

TREL 18J-D 

14 

12 

７ 

４ 

３ 

計 40 

 

  

写真 1 自動撮影カメラの設置状況（左）と撮影写真（右）（CT20） 
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表２ 自動撮影カメラの設置状況とシカの撮影回数および稼働日数 

※１ 設置予定の木が倒れていたため、昨年度の設置場所から変更した
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図 2 自動撮影カメラの設置地点（北部、CT21~CT42） 
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図 3 自動撮影カメラの設置地点（南部、CT01~CT20）
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（２）結果 

１日あたりのシカ撮影回数を撮影頻度として地点別に算出した（図４）。

調査期間中の撮影頻度が 0.1 以上となった地点は、CT18（29 林班）、

CT14（30～31 林班）、CT02-1（36 林班）、CT22 と CT23（38～39 林班）、

CT26 と CT27（40 林班）であった。 

また、地点ごとのシカの撮影頻度を月の上旬・下旬ごとに算出し、IDW

法により空間補正を行った。分析の対象は 12 月 10 日までのデータとした。

補正の結果を図 5～図 11 に示す。撮影頻度が 0.75 以上となる地点が確認

された時期は、6 月と 8 月以外の季節であった。 

 

図 4 R3 年度の地点別の撮影頻度 
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6 月上旬 

 

6 月下旬 

図 5 6 月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 
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7 月上旬 

 

7 月下旬 

 

図６ ７月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 
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８月上旬 

 

８月下旬 

 

図７ ８月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 

  



10 

 

 

９月上旬 

 

９月下旬 

図８ ９月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 
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10 月上旬 

 

10 月下旬 

 

図９ 10 月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 
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11 月上旬 

 

11 月下旬 

 

図 10 11 月の旬別の撮影頻度（IDW 法による補間図） 

  



13 

 

 

12 月上旬 

 

全期間 

 

図 11 12 月上旬および全調査期間の撮影頻度（IDW 法による補間図） 
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（３）分析 

①自動撮影カメラの撮影頻度によるニホンジカの面的な季節変化の検証 

分析の結果、撮影頻度が 0.75 以上となる地点が複数回確認された地点は、

CT23,  26,  27 の３地点であった（図 5～図 11）。 

CT26 と CT27 は、林道から離れており、調査地点付近で捕獲業務を実施

していない。このことが、安定して高い撮影頻度が確認された要因と考えら

れる。 

さらに、CT23 の撮影頻度は、7 月から 8 月にかけて高かった。令和２年

度の生息状況調査においても、CＴ23 の撮影頻度は７～９月の期間高くなる

傾向が確認されている。したがって、CT14 および CT23 では季節的・地形

的な要因等により、ある一定の期間に撮影頻度が高くなる傾向があると推察

される。 

 

②捕獲候補地、捕獲時期等の提言 

捕獲候補地について 

カメラトラップ調査と捕獲業務の結果を比較した結果、カメラトラップ

調査において撮影頻度が高くなった CT14、22、23 の付近では、捕獲数が

3 頭以上になる傾向を示した（図 12）。なお、CT02-1, 18, 26, 27 は林道か

ら離れていたため、調査地点付近にわなを設置していない。 

また、昨年度の地点別の撮影頻度と比較すると、全体的に撮影頻度が減

少しているが、CT02, 18, 23, 26, 27 の地点で本調査と同様に撮影頻度が

0.1 以上であった（図 13）。これらの地点については、昨年度の捕獲業務で

も調査地点付近にわなを設置していないため、周囲の生息数が減少してい

ないと考えられる。 

以上のことから、カメラトラップの撮影頻度が高い地点の周辺では、複

数頭の捕獲の可能性が高いと考えられる。ただし、CT02-1, 18, 26, 27 につ

いては、上記の理由から、わなの設置が困難である。 
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図 12 カメラトラップのシカ撮影頻度と捕獲頭数 
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図 13 R２年度と R３年度の地点別の撮影頻度 

 

捕獲時期について 

平成 31 年度から令和３年度の旬別の撮影頻度の推移を図 14 に示す。平

成 31 年度から令和 3 年度にかけて、撮影頻度は調査期間を通じて減少の傾

向が確認された。また、各年とも、６月および 9 月から 10 月にかけて撮影

頻度が高くなる傾向が確認された。なお、捕獲の開始時期は令和２年度と

３年度で異なる（R2：8 月、R3：６月）。一方で、撮影頻度の増減の傾向

は調査を実施した３年間で同様の傾向が確認された。したがって、夏季の

撮影頻度の低下は、季節的な影響が大きいと推察される 

令和 3 年度の撮影頻度と捕獲効率を図 15 に示す。令和 3 年度の捕獲事

業における月別の捕獲効率は、撮影頻度と同様に９月・10 月が高い傾向と

なった。 

以上のことから、捕獲の適期は 6 月と９月以降であると考えられる。ま

た、12 月にも撮影頻度が高くなる結果となったが、積雪の恐れがあるため、

捕獲を行うことは困難であると思われる。 
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図 14 平成 31 年度から令和３年度の旬別の撮影頻度       

 

 

図 15 令和 3 年度の撮影頻度と捕獲効率 

※7 月～8 月および 11 月～12 月は捕獲期間外 
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２．シカ以外の動物の撮影状況 

シカ以外に撮影された動物は、クマ、カモシカ、ノウサギの他、イノシシ

やサル、タヌキ・アナグマ等の中型動物であった。クマ、カモシカ、ノウサ

ギが撮影された地点と撮影時期を表３に示す。6 月から 8 月にかけて CT23、

CT27 の地点でクマとカモシカが撮影された。また、CT26、CT27、CT28

では昨年度もクマやカモシカが撮影されている。CT27 は、林道から徒歩で

約 20 分の移動が必要な地点であり、CT27 の地点にわなを設置する可能性は

低いと考えらえる。しかし、クマ・カモシカとも個体差はあるがある程度の

広さのなわばりの範囲を行動する。そのため、CT27 周辺でのくくりわなの

使用には留意が必要と考えられる。 

 

表３ クマ、カモシカ、ノウサギの撮影状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 撮影されたクマ（CT23、赤丸） 

6月

下旬 上旬 下旬 上旬 下旬

CT23 〇 〇

CT27 〇

カモシカ CT27 〇

ノウサギ CT11 〇 〇 〇

クマ

8月7月
獣種 撮影地点
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写真３ 撮影されたクマ（CT27） 

 

写真４ 撮影されたカモシカ（CT27） 
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